
 

令和３（２０２１）年度 事業報告書 

（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 

 

特定非営利活動法人赤城自然塾 

 

１ 事業実施の成果 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

森づくり事業では、前橋市ぐんま緑の県民基金補助金を活用した松枯れ林地再生事業として、

前橋市富士見町と三夜沢町の２つの場所において森づくりを継続して行っており、2021 年度に

おいても下草刈り等の管理作業を実施した。また、前橋市富士見町の森づくりでは、赤城自然塾

会員企業の社員や広瀬川河畔緑の少年団、そして、今回初めて一般の方の参加を得て、広葉樹の

植林作業等の森林環境教育・普及啓発を実施することができた。これで当初計画していた植林が

今年度で全て完了し、次年度からは三夜沢町の森づくり同様、管理作業のみとなる。 

赤城自然塾が事務局を務めている赤城山の自然保護活動推進協議会では、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止対策により多くの事業が中止となったが、覚満淵環境保全作業やシカ侵入防

止柵の補修作業は実施することができた。 

なお、赤城自然塾が務めてきた本協議会の事務局は今年度が最後となり、次年度からは他の構

成団体が担うこととなった。 

その他、国道３５３号線沿いの清掃活動やあかぎ団の森づくりへの協力は、新型コロナ感染防

止対策の状況を見ながら実施することができた。 

 

人づくり事業（環境教育と指導者の育成）では、赤城山ツーリズム事業の中の赤城山環境ガイ

ドボランティア事業として、同事業コアメンバーボランティアの皆さんのご協力のもと事業を

実施した。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響を受け、赤城山への急行バスで行うガ

イド事業を中止とした。覚満淵の自然観察会についても県や国の警戒度に合わせ、8 月～10 月

は中止とした。 

また養成講座全５講座中、夏と冬の講座を中止としたが、初夏のアカヤシオ、新緑とツツジ、

秋の紅葉は実施することができ、延べ 40名の方にご参加いただいた。 

赤城山検定においては、日程を延期して1～3級同日に実施することができた。 

国立赤城青少年交流の家経由にて渋川市の中学校や前橋市の高校生を、また旅行会社経由で、

茨城県の中学校、団体などの依頼をいただき、覚満淵の自然観察ガイドを実施することができ

た。 

 

上下流域交流事業(赤城山ツーリズム)では、新型コロナウイルス感染の影響を受け、団体ツア

ーの受け入れなど観光を取り巻く状況は依然厳しい状況であったが、新型コロナウイルス感染

拡大予防ガイドラインを遵守しながら、通常立ち入り禁止エリアの赤城白樺牧場を活用した秘

密の絶景ツアー、個人向けの e-Bikeレンタルやサイクリングツアーなどを実施するとともに、

インバウンド向けのコンテンツ造成と受け入れ体制整備としての人材育成に取り組んだ。 
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また、今回初めてとなる赤城山を中心にした広域連携事業として前橋市、桐生市、渋川市、み

どり市、沼田市、昭和村、また各市村の民間施設の協力を得てサイクリング赤城という複合型イ

ベントを開催。ＡＫＡＧＩサイクルスタンプラリーと赤城山一周ライド、そして、ぐるポタＡＫ

ＡＧＩの３つのイベントを実施することができた。 

その他、赤城山ツーリズム事業と合わせて、観光庁の観光振興事業補助金（世界に誇る観光地

を形成するためのＤＭＯ体制整備事業）を活用して、新型コロナウイルス収束後のアフターコロ

ナを見据えたインバウンド観光を視野に入れた赤城山コンテンツ開発としてサイクリングツア

ーをプラン化したほか、赤城山ツーリズムに係る前橋市からの受託事業として、前橋市観光地域

おこし協力隊支援業務、県立赤城公園ビジターセンター等施設管理委託業務を実施した。 

 

■上下流域交流事業(赤城山ツーリズム)、人づくり事業（環境教育と指導者の育成）で実施し

てきた事業の移管 

これまで支援をいただいていた前橋市から、赤城自然塾がこれまで進めてきた赤城山ツーリズ

ム事業(県立赤城公園ビジターセンター管理運営業務を含む)を、公益財団法人前橋観光コンベン

ション協会へ令和４（２０２２）年度に移管させ、前橋市全体の観光振興を推進するための組織

強化とそれに合わせての効率的な事業展開を図る方針が出され、赤城自然塾と前橋観光コンベン

ション協会、そして、前橋市により調整を行い、令和 4 年 4月 1日から前橋観光コンベンション

協会へ赤城山ツーリズム事業を移管することとなった。なお、前橋観光コンベンション協会は、

観光地域造法人（地域ＤＭＯ）の登録を進める。 

また、それに伴い赤城山ツーリズム事業で行ってきた赤城山環境ガイドボランティア事業（赤城 

山環境ガイドボランティア養成講座、赤城山検定、覚満淵の自然観察会、一般からのガイド受託、

赤城山直通バスでのガイド）については、特定非営利活動法人群馬県自然保護連盟へ事業継承す

ることで調整され、赤城自然塾、前橋観光コンベンション協会、群馬県自然保護連盟の各理事会

で承認された。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利に係る事業 

別添資料３－１、３－２ 

 

３ 会議の開催に関する事項 

（１）総会 

令和 3（2021）年 6月18日 令和 3(2021)年度総会を前橋市大胡支所会議室にて開催 

（２）理事会 

令和 3（2021）年 5月27日 理事会をオーベルジュ音羽倶楽部にて開催 

令和 3（2021）年 7月29日 理事会をオーベルジュ音羽倶楽部にて開催 

令和 4（2022）年3月 8日 理事会を前橋市大胡支所会議室にて開催 


